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(57)【要約】
ボタン、仮想ボタン、及び／又はジェスチャにより画像
及びビデオキャプチャデバイスを動的に制御する方法及
び装置に関する。システムは、ユーザが、キャプチャさ
れたビデオを画像として又はビデオファイルとしてセー
ブすべきかどうかをユーザコマンドにより決定すること
によって画像キャプチャデバイスを制御することを可能
にする。例えば、閾時間を越えてキャプチャボタンをホ
ールドすることは、キャプチャがビデオとしてセーブさ
れるべきことを示し、一方、閾時間より前にキャプチャ
ボタンを解除することは、キャプチャが画像としてセー
ブされるべきことを示す。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　キャプチャモードの開始を示す制御信号の先頭を受信するステップと、
　キャプチャされたビデオデータを生成するよう、前記制御信号の前記先頭に応答して、
キャプチャモードを開始するステップと、
　前記制御信号の前記先頭に応答して、タイマを起動するステップと、
　前記制御信号の終点を受信するステップと、
　経過時間を発生させるよう、前記制御信号の前記終点に応答して、前記タイマを止める
ステップと、
　前記経過時間を閾時間と比較するステップと、
　前記経過時間が前記閾時間よりも短いことに応答して、前記キャプチャされたビデオデ
ータの一部をセーブするステップと
　を有する方法。
【請求項２】
　前記制御信号の前記先頭は、画像キャプチャキーの作動に応答して生成され、前記制御
信号の前記終点は、前記画像キャプチャキーの解除に応答して生成される、
　請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記画像キャプチャキーは、タッチスクリーンに表示される、
　請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　前記キャプチャモードは、前記制御信号の前記終点に応答して停止される、
　請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記キャプチャされたビデオデータの前記一部は、画像である、
　請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記キャプチャされたビデオは、前記経過時間が前記閾時間よりも長いことに応答して
、ビデオファイルとしてセーブされる、
　請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　画像キャプチャキーを表示し、該画像キャプチャキーの作動に応答して第１制御信号を
、及び前記画像キャプチャキーの非作動に応答して第２制御信号を生成するタッチスクリ
ーンと、
　閾時間を記憶する第１メモリと、
　前記第１制御信号に応答して、ビデオデータをセーブすることを含むキャプチャシーケ
ンスを開始し、前記第２制御信号に応答して前記キャプチャシーケンスを停止させるプロ
セッサと、
　前記ビデオデータの一部を記憶する第２メモリと
　を有し、
　前記プロセッサは、前記第１制御信号に応答してタイマを起動し、前記第２制御信号に
応答して前記タイマを止めてタイマ値を生成するよう更に動作し、前記プロセッサは、前
記タイマ値を前記閾時間と比較するよう更に動作し、前記ビデオデータの前記一部は、前
記タイマ値が前記閾時間よりも短いことに応答してセーブされる、
　装置。
【請求項８】
　前記第２制御信号は、前記画像キャプチャキーの解除に応答して生成される、
　請求項７に記載の装置。
【請求項９】
　前記ビデオデータの前記一部は、画像である、
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　請求項７に記載の装置。
【請求項１０】
　前記ビデオデータは、前記タイマ値が前記閾時間よりも長いことに応答して、ビデオフ
ァイルとしてセーブされる、
　請求項７に記載の装置。
【請求項１１】
　画像をキャプチャする方法であって、
　画像キャプチャキーをタッチスクリーンに表示するステップと、
　前記画像キャプチャキーの作動に応答して制御信号を生成するステップと、
　前記制御信号に応答して、タイマを起動すること及びビデオデータストリームをセーブ
することを含む画像キャプチャモードを開始するステップと、
　経過時間を発生させるよう、前記制御信号の終点に応答して、前記タイマを止めるステ
ップと、
　前記経過時間を閾時間と比較するステップと、
　前記経過時間が前記閾時間よりも短いことに応答して、前記ビデオデータストリームの
一部をセーブするステップと
　を有する方法。
【請求項１２】
　前記制御信号の前記終点は、前記画像キャプチャキーの解除に応答して生成される、
　請求項１１に記載の方法。
【請求項１３】
　前記画像キャプチャモードは、前記制御信号の前記終点に応答して停止される、
　請求項１１に記載の方法。
【請求項１４】
　前記ビデオデータストリームの前記一部は、画像である、
　請求項１１に記載の方法。
【請求項１５】
　前記ビデオデータストリームは、前記経過時間が前記閾時間よりも長いことに応答して
、ビデオファイルとしてセーブされる、
　請求項１１に記載の方法。
【請求項１６】
　ビデオデータストリームを生成する画像センサと、
　ユーザ入力を受け、該ユーザ入力に応答して制御信号を生成するタッチスクリーンと、
　閾値を記憶するメモリと、
　タイマを起動し、且つ、前記制御信号に応答して前記ビデオデータストリームをセーブ
するプロセッサと
　を有し、
　前記プロセッサは、時間値を生成するよう、前記制御信号の変化に応答して、前記タイ
マを止めるよう更に動作し、前記プロセッサは、前記時間値が前記閾値よりも小さいこと
に応答して、前記ビデオデータストリームの一部を前記メモリにセーブするよう更に動作
する、
　装置。
【請求項１７】
　前記制御信号の先頭は、前記タッチスクリーンに表示されている画像キャプチャキーの
作動に応答して生成され、前記制御信号の前記変化は、前記画像キャプチャキーの解除に
応答して生成される、
　請求項１６に記載の装置。
【請求項１８】
　前記ビデオデータストリームの前記セーブは、前記制御信号の前記変化に応答して停止
される、
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　請求項１６に記載の装置。
【請求項１９】
　前記ビデオデータストリームの前記一部は、画像である、
　請求項１６に記載の装置。
【請求項２０】
　前記ビデオデータストリームは、前記時間値が前記閾値よりも大きいことに応答して、
ビデオファイルとしてセーブされる、
　請求項１６に記載の装置。
 
【発明の詳細な説明】
【背景技術】
【０００１】
　携帯用電子機器は、よりユビキタスになりつつある。そのような機器、例えば携帯電話
機、音楽プレイヤー、カメラ、タブレット、及び同様のものは、機器の組み合わせをしば
しば含んでおり、よって、複数のオブジェクトを携行することを不必要なものとする。例
えば、現在のタッチスクリーン式携帯電話機、例えばアップルのｉＰｈｏｎｅ（登録商標
）又はサムスンのＧａｌａｘｙ（登録商標）アンドロイドフォンなどは、ビデオ及び静止
カメラ、グローバルナビゲーションシステム、インターネットブラウザ、テキスト及び電
話、ビデオ及び音楽プレイヤー、それ以上を含む。そのような機器は、データを送信及び
受信するために、複数のネットワーク、例えばＷｉ－Ｆｉ、有線、及び例えば３Ｇなどの
セルラーなどをしばしば使用可能である。
【０００２】
　携帯用電子機器における二次的素性の品質は、絶え間なく改善されてきた。例えば、初
期の“カメラ電話機”は、フラッシュがなく且つ固定焦点レンズである低解像度センサか
ら成った。今日、多くの携帯電話機は、フルＨＤ（high　definition）ビデオ機能、編集
及びフィルタリングツール、並びに高解像度ディスプレイを有する。このような改善され
た機能によれば、多くのユーザは、彼らの本来の写真撮影装置として、それらの機器を使
用している。よって、より一層改善された性能及びプロ級の組込み写真撮影ツールに対す
る要求が存在する。
【０００３】
　例えば、携帯機器の多くのユーザは、ビデオ又はカメラのいずれか一方のモードでカメ
ラ機能を使用してよい。写真画像を撮影しながら、ユーザは、代わりにビデオを撮りたか
ったと望むことがある。同様に、ユーザは、ビデオを撮り始めたものの、画像の方が望ま
しかったかもしれないと気付くことがある。しばしば、携帯機器のカメラアプリケーショ
ンにおいて、２つのモードの切り替えは複雑であったり、あるいは、時間がかかったりす
る。ユーザは、フォーマットを切り替えるのに必要な時間によって撮影機会を逸する可能
性があるために、望まれていないフォーマットを使用し続けることがある。よって、携帯
用電子機器に組み込まれている現在のカメラに伴うそれらの問題を解消することが望まし
い。
【発明の概要】
【０００４】
　方法及び装置は、ボタン、仮想ボタン、及び／又はジェスチャにより画像及びビデオキ
ャプチャデバイスを動的に制御する。システムは、ユーザが、キャプチャされたビデオを
画像として又はビデオファイルとしてセーブすべきかどうかをユーザコマンドにより決定
することによって画像キャプチャデバイスを制御することを可能にする。例えば、閾時間
を越えてキャプチャボタンをホールドすることは、キャプチャがビデオとしてセーブされ
るべきことを示し、一方、閾時間より前にキャプチャボタンを解除することは、キャプチ
ャが画像としてセーブされるべきことを示す。
【０００５】
　本発明の態様に従って、方法は、キャプチャモードの開始を示す制御信号の先頭を受信
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するステップと、キャプチャされたビデオデータを生成するよう、前記制御信号の前記先
頭に応答して、キャプチャモードを開始するステップと、前記制御信号の前記先頭に応答
して、タイマを起動するステップと、前記制御信号の終点を受信するステップと、経過時
間を発生させるよう、前記制御信号の前記終点に応答して、前記タイマを止めるステップ
と、前記経過時間を閾時間と比較するステップと、前記経過時間が前記閾時間よりも短い
ことに応答して、前記キャプチャされたビデオデータの一部をセーブするステップとを有
する。
【０００６】
　本発明の他の態様に従って、画像をキャプチャする方法は、画像キャプチャキーをタッ
チスクリーンに表示するステップと、前記画像キャプチャキーの作動に応答して制御信号
を生成するステップと、前記制御信号に応答して、タイマを起動すること及びビデオデー
タストリームをセーブすることを含む画像キャプチャモードを開始するステップと、経過
時間を発生させるよう、前記制御信号の終点に応答して、前記タイマを止めるステップと
、前記経過時間を閾時間と比較するステップと、前記経過時間が前記閾時間よりも短いこ
とに応答して、前記ビデオデータストリームの一部をセーブするステップとを有する。
【０００７】
　本発明の更なる他の態様に従って、装置は、画像キャプチャキーを表示し、該画像キャ
プチャキーの作動に応答して第１制御信号を、及び前記画像キャプチャキーの非作動に応
答して第２制御信号を生成するタッチスクリーンと、閾時間を記憶する第１メモリと、前
記第１制御信号に応答して、ビデオデータをセーブすることを含むキャプチャシーケンス
を開始し、前記第２制御信号に応答して前記キャプチャシーケンスを停止させるプロセッ
サと、前記ビデオデータの一部を記憶する第２メモリとを有し、前記プロセッサは、前記
第１制御信号に応答してタイマを起動し、前記第２制御信号に応答して前記タイマを止め
てタイマ値を生成するよう更に動作し、前記プロセッサは、前記タイマ値を前記閾時間と
比較するよう更に動作し、前記ビデオデータの前記一部は、前記タイマ値が前記閾時間よ
りも短いことに応答してセーブされる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
　本開示のそれら及び他の態様、特徴及び利点は、添付の図面に関連して読まれるべき好
適な実施形態の以下の詳細な説明から記載されるか、あるいは、明らかになるであろう。
図面において、同じ参照符号は、全ての図を通して同様の要素を表す。
【図１】携帯用電子機器の例となる実施形態のブロック図を示す。
【図２】本発明に従う、アクティブ表示を有する例となる携帯機器ディスプレイを示す。
【図３】本開示に従う、イメージスタビライゼーション及びリフレーミングのための例と
なるプロセスを示す。
【図４】本発明に従う、キャプチャ初期設定４００を有する例となる携帯機器ディスプレ
イを示す。
【図５】本開示に従う、画像又はビデオキャプチャ５００を開始する例となるプロセスを
示す。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　ここで説明される例示は、発明の好適な実施形態を表し、そのような例示は、如何なる
方法によっても発明の適用範囲を限定するものとして解釈されるべきではない。
【００１０】
　図１を参照すると、携帯用電子機器の例となる実施形態のブロック図が示されている。
表されている携帯用電子機器は携帯電話機１００であるが、発明は、例えば音楽プレイヤ
ー、カメラ、タブレット、グローバルポジショニングナビゲーションなどの機器の幾つに
おいても同等に実装されてよい。携帯電話機は、電話呼び出し及びテキストメッセージを
送信及び受信し、セルラーネットワーク又はローカル無線ネットワークのいずれかを通じ
てインターネットとインタフェース接続し、写真及びビデオを撮り、オーディオ及びビデ
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オコンテンツを再生し、例えばワードプロセッシング、プログラム、又はビデオゲームな
どのアプリケーションを実行する機能を通常は有する。多くの携帯電話機は、ＧＰＳを有
し、更には、ユーザインタフェースの部分としてタッチスクリーンパネルを有する。
【００１１】
　携帯電話機は、他の主要コンポーネントの夫々へ結合されるメインプロセッサ１５０を
有する。メインプロセッサ（複数を含む。）は、例えばネットワークインタフェース、カ
メラ１４０、タッチスクリーン１７０、及び他の入出力（Ｉ／Ｏ）インタフェース１８０
などの様々なコンポーネントの間で情報をルーティングする。メインプロセッサ１５０は
また、直接に機器での、あるいは、オーディオ／ビデオインタフェースを通じて外部機器
での再生のために、オーディオ及びビデオコンテンツを処理する。メインプロセッサ１５
０は、例えばカメラ１４０、タッチスクリーン１７０、及びＵＳＢインタフェース１３０
などの様々なサブデバイスを制御するよう動作する。メインプロセッサ１５０は、コンピ
ュータと同様にデータを操作するために使用される携帯電話機においてサブルーチンを実
行するよう更に動作する。例えば、メインプロセッサは、カメラ機能１４０によって写真
が撮影された後に、画像ファイルを操作するために使用されてよい。それらの操作は、ク
ロッピング、圧縮、カラー及び輝度調整、並びに同様のものを含んでよい。
【００１２】
　セルネットワークインタフェース１１０は、メインプロセッサ１５０によって制御され
、セルラー無線ネットワーク上で情報を受信及び送信するために使用される。この情報は
、例えば時分割多重アクセス（ＴＤＭＡ）、符号分割多重アクセス（ＣＤＭＡ）、又は直
交周波数分割多重化（ＯＦＤＭ）などの様々なフォーマットで符号化されてよい。情報は
、機器からセルネットワークインタフェース１１０を通じて送信及び受信される。インタ
フェースは、送信のために情報を適切なフォーマットに符号化及び復号化するために使用
される複数のアンテナ、符号器、復調器及び同様のものから成ってよい。セルネットワー
クインタフェース１１０は、ボイス又はテキスト送信を容易にしたり、あるいは、インタ
ーネットから情報を送信及び受信したりするために使用されてよい。この情報は、ビデオ
、オーディオ、及び／又は画像を含んでよい。
【００１３】
　無線ネットワークインタフェース１２０、又はＷｉ－Ｆｉネットワークインタフェース
は、Ｗｉ－Ｆｉネットワーク上で情報を送信及び受信するために使用される。この情報は
、例えば８０２．１１ｇ、８０２．１１ｂ、８０２．１１ａｂ及び同様のものなどの種々
のＷｉ－Ｆｉ標準に従って、様々なフォーマットで符号化され得る。インタフェースは、
送信のために情報を適切なフォーマットに符号化及び復号化し且つ復調のために情報を復
号化するために使用される複数のアンテナ、符号器、復調器及び同様のものから成ってよ
い。Ｗｉ－Ｆｉネットワークインタフェース１２０は、ボイス又はテキスト送信を容易に
したり、あるいは、インターネットから情報を送信及び受信したりするために使用されて
よい。この情報は、ビデオ、オーディオ、及び／又は画像を含んでよい。
【００１４】
　ユニバーサルシリアルバス（ＵＳＢ）インタフェース１３０は、通常はコンピュータ又
は他のＵＳＢ対応機器へ、有線リンクを介して情報を送信及び受信するために使用される
。ＵＳＢインタフェース１２０は、情報を送信及び受信し、インターネットへ接続し、ボ
イス及びテキストコールを送信及び受信するために使用され得る。加えて、この有線リン
クは、携帯機器のセルネットワークインタフェース１１０及びＷｉ－Ｆｉネットワークイ
ンタフェース１２０によりＵＳＢ対応機器を他のネットワークへ接続するために使用され
てよい。ＵＳＢインタフェース１３０は、コンフィグレーション情報をコンピュータへ送
信及び受信するためにメインプロセッサ１５０によって使用され得る。
【００１５】
　メモリ１６０、又はストレージデバイスは、メインプロセッサ１５０へ結合されてよい
。メモリ１６０は、携帯機器の動作に関連し且つメインプロセッサ１５０によって必要と
される特定の情報を記憶するために使用されてよい。メモリ１６０は、ユーザによって記
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憶され且つ取り出されるオーディオ、ビデオ、写真、又は他のデータを記憶するために使
用されてよい。
【００１６】
　入出力（Ｉ／Ｏ）インタフェース１８０は、電話呼び出し、オーディオの記録及び再生
、又はボイス起動制御による使用のためのボタン、スピーカ／マイクロフォンを有する。
携帯機器は、タッチスクリーンコントローラを通じてメインプロセッサ１５０へ結合され
るタッチスクリーン１７０を有してよい。タッチスクリーン１７０は、容量性又は抵抗性
タッチセンサの１つ以上を用いるシングルタッチ又はマルチタッチスクリーンのいずれか
であってよい。スマートフォンは、例えば、しかし制限なしに、オン／オフボタン、起動
ボタン、ボリュームコントロール、リンガーコントロール、及びマルチボタンキーパッド
又はキーボードなどの更なるユーザコントロールを更に有してよい。
【００１７】
　これより図２を参照すると、本発明に従うアクティブ表示２００を有する例となる携帯
機器ディスプレイが示されている。例となる携帯機器アプリケーションは、ユーザが如何
なるフレーミングにおいても記録し、そして、撮影しながら自身の機器を自由に回転させ
ることを可能にし、撮影中に機器のビューファインダー上にオーバーレイにおいて最終出
力を視覚化し、最後に最終出力においてその向きを補正するよう動作する。
【００１８】
　例となる実施形態に従って、ユーザが撮影を開始する場合に、その向きは考慮され、機
器のセンサに基づく重力のベクトルは、水平線を位置合わせするために使用される。夫々
のとり得る向き、例えば、機器のスクリーン及び関連する光センサが横長ではなく縦長で
ある縦向き２１０、又は機器のスクリーン及び関連する光センサが縦長より横長である横
向き２５０について、最適な目標アスペクト比が選択される。内接長方形２２５は、所与
（現在）の向きのための所望の最適アスペクト比を鑑みてセンサの最大境界に最も合うセ
ンサ全体内に内接される。センサの境界は、補正のための“幾分の余裕（breathing　roo
m）”を提供するために、わずかに水増しされる。この内接長方形２２５は、機器自体の
回転の逆方向において本質的に回転させることによって、回転２２０、２３０、２４０を
補償するように変形される。それは、機器の内蔵されたジャイロスコープからサンプリン
グされる。変形された内接長方形２２５は、センサ全体から水増し分を差し引いた最大使
用可能境界内に最適に内接される。機器の現在の大体の向きに依存して、変形された内接
長方形２２５の寸法は、回転の量に対して、２つの最適なアスペクト比の間を補間するよ
うに調整される。
【００１９】
　例えば、縦向きのために選択された最適なアスペクト比が正方形（１：１）であり、横
向きのために選択された最適なアスペクト比がワイド（１６：９）であったならば、内接
長方形は、それが一方の向きから他の向きへ回転されるにつれて、１：１と１６：９との
間を最適に補間する。内接長方形は、サンプリングされ、次いで、最適な出力寸法に合う
ように変形される。例えば、最適な出力寸法が４：３であり、サンプリングされた長方形
が１：１である場合は、サンプリングされた長方形は、アスペクト比を維持したままスク
リーンを満たす最大サイズにされる（aspect　filled）（必要に応じてデータをクロッピ
ングしながら、光学的に１：１領域を完全に満たす。）か、あるいは、アスペクト比を維
持したままスクリーンに収まる最大サイズにされる（aspect　fit）（‘レターボックス
’又は‘ピラーボックス’により如何なる未使用領域も黒で塗りつぶしながら、光学的に
１：１領域内に完全に合わせる。）。最後に、結果は、コンテンツフレーミングが、補正
の間に、動的に提供されるアスペクト比に基づき調整する固定アスペクトアセットである
。故に、例えば、１：１から１６：９のコンテンツから成る１６：９ビデオは、光学的に
満たされた状態２６０（１６：９部分の間）と、ピラーボックスを有して合わせられた状
態２５０（１：１部分の間）との間で変動する。
【００２０】
　追加のリファインメントが実施され、これによって、全ての動きの総計は、最適な出力
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アスペクト比の選択に考慮され且つ重みづけされる。例えば、ユーザが、少数の縦長コン
テンツを伴って‘ほとんどが横長’であるビデオを記録する場合は、出力フォーマットは
横長アスペクト比である（縦長セグメントはピラーボックスを追加される。）。ユーザが
、ほとんどが縦長であるビデオを記録する場合は、逆のことが起こる（ビデオは縦長であ
り、出力長方形の境界外にある如何なる横長コンテンツもクロッピングしながら光学的に
出力を満たす。）。
【００２１】
　これより図３を参照すると、本開示に従う、イメージングスタビライゼーション及びリ
フレーミングのための例となるプロセス３００が示されている。システムは、ステップ３
１０で、カメラのキャプチャモードが開始されることに応答して初期化される。この初期
化は、ハードウェア又はソフトウェアのボタンに従って、あるいは、ユーザ動作に応答し
て生成される他の制御信号に応答して、開始されてよい。機器のキャプチャモードが開始
されると、ステップ３２０で、携帯機器のセンサはユーザ選択に応答して選択される。ユ
ーザ選択は、タッチスクリーン上での設定を通じて、メニューシステムを通じて、又は如
何にしてボタンが作動されるのかに応答して、行われてよい。例えば、一度押されるボタ
ンは、写真用センサを選択してよく、一方、連続的に押さえつけられるボタンは、ビデオ
用センサを示してよい。加えて、所定の時間、例えば３秒間、ボタンをホールドすること
は、ビデオが選択されていることを示してよく、携帯機器でのビデオの記録は、ボタンが
２回目に作動されるまで継続する。
【００２２】
　適切なキャプチャセンサが選択されると、システムは、次いで、ステップ３３０で、回
転センサからの測定を要求する。回転センサは、ジャイロスコープ、加速度計、軸配向セ
ンサ、光センサ、又は同様のものであってよく、携帯機器のポジションの水平及び／又は
垂直インジケーションを決定するために使用される。測定センサは、制御するプロセッサ
へ周期的な測定を送信して、携帯機器の垂直及び／又は水平向きを継続的に示してよい。
よって、機器が回転されると、制御するプロセッサは、ディスプレイを連続的に更新し、
常時一貫した水平軸を有するようにビデオ又は画像を保つことができる。
【００２３】
　回転センサが、携帯機器の垂直及び／又は水平向きのインジケーションを返した後、携
帯機器は、ステップ３４０で、ビデオ又は画像のキャプチャされた向きを示すように、デ
ィスプレイ上で内接長方形を表す。携帯機器が回転されるにつれて、ステップ３５０で、
システムプロセッサは、内接長方形を、回転センサから受け取った回転測定と連続的に同
期させる。ユーザは、例えば１：１、９：１６、１６：９、又はユーザによって表される
あらゆる比などの好ましい最終のビデオ又は画像比を任意に示してよい。システムはまた
、携帯機器の向きに従って、種々の比のためのユーザ選択を記憶してよい。例えば、ユー
ザは、垂直方向の向きにおいて記録されたビデオのためには１：１比を、しかし、水平方
向の向きにおいて記録されたビデオのためには１６：９比を示してよい。この事例では、
ステップ３６０で、システムは、携帯機器が回転されるにつれて、ビデオを連続的に又は
漸増的にリスケールしてよい。よって、ビデオは、１：１の向きから開始し得るが、ユー
ザが撮影しながら垂直方向から水平方向の向きに回転させることに応答して、１６：９の
向きで終わるように徐々にリスケールしてよい。任意に、ユーザは、開始又は終わりの向
きがビデオの最終的な比を決定することを示してよい。
【００２４】
　これより図４を参照すると、本発明に従う、キャプチャ初期設定４００を有する例とな
る携帯機器ディスプレイが示されている。例となる携帯機器は、画像又はビデオをキャプ
チャするためのタッチトーン表示を表すものとして示されている。本発明の態様に従って
、例となる機器のキャプチャモードは、多数の動作に応答して開始されてよい。携帯機器
のハードウェアボタン４１０のいずれかは、キャプチャシーケンスを開始するために押下
されてよい。代替的に、ソフトウェアボタン４２０は、キャプチャシーケンスを開始する
ようにタッチスクリーンを通じて作動されてよい。ソフトウェアボタン４２０は、タッチ
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スクリーン上に表示されている画像４３０にオーバーレイされてよい。画像４３０は、画
像センサによってキャプチャされている現在の画像を示すビューファインダーとなる。上
述された内接長方形４４０も、キャプチャされている画像又はビデオのアスペクト比を示
すために画像にオーバーレイされてよい。
【００２５】
　キャプチャシーケンスは、例えばソフトウェアボタン又はハードウェアボタンなどのボ
タンを押し続けることによって作動され、ボタンを解除することによって非作動にされて
よい。代替的に、キャプチャシーケンスは、一度ボタンを押すことによって作動され、次
いで、２度目にボタンを押すことによって非作動にされてよい。ビデオ記録モードは、異
なるジェスチャにより、タイマに関係なく、開始されてよい。この異なるジェスチャは、
ボタンをダブルタップすること、ボタンをホールドすること、及び一方の側へスワイプす
ること、などを含んでよい。
【００２６】
　これより図５を参照すると、本開示に従う、画像又はビデオキャプチャを開始する例と
なる方法５００が示されている。イメージングソフトウェアが起動されると、システムは
、画像キャプチャを開始するためのインジケーションを待つ。ステップ５１０で画像キャ
プチャのインジケーションがメインプロセッサによって受け取られると、機器は、ステッ
プ５２０で、画像センサから送信されたデータをセーブし始める。加えて、システムはタ
イマを起動する。システムは、次いで、画像センサからのデータをビデオデータとしてキ
ャプチャし続ける。キャプチャがステップ５３０で中止されたことを示す、キャプチャイ
ンジケーションからの第２のインジケーションに応答して、システムは、ステップ５３５
で、画像センサからのデータをセーブするのを止めるとともに、タイマを停止させる。
【００２７】
　システムは、次いで、ステップ５４０で、タイマ値を所定の時間閾値と比較する。所定
の時間閾値は、ソフトウェアプロバイダによって決定されたデフォルト値、例えば１秒で
あってよく、あるいは、それは、ユーザによって決定された設定可能な設定であってよい
。ステップ５４０でタイマ値が所定の閾値よりも小さい場合は、システムは、静止画像が
望まれたと決定し、ステップ５６０で、ビデオキャプチャの最初のフレームを静止画像フ
ォーマット、例えばＪＰＥＧ又は同様のものにおいて静止画像をセーブする。システムは
、任意に、他のフレームを静止画像として選択してよい。ステップ５４０でタイマ値が所
定の閾値よりも大きい場合は、システムは、ビデオキャプチャが望まれたと決定する。シ
ステムは、次いで、ステップ５５０で、キャプチャデータをビデオファイルフォーマット
、例えばｍｐｅｇ又は同様のものにおいてビデオファイルとしてセーブする。システムは
、次いで、初期設定モードに戻って、キャプチャモードが再び開始されるまで待ってよい
。携帯機器が静止画像及びビデオキャプチャのための種々のセンサを装備される場合は、
システムは、任意に、静止画像センサからの静止画像をセーブし、ビデオ画像センサから
のキャプチャデータをセーブし始めてよい。タイマ値が所定の時間閾値と比較される場合
に、所望のデータはセーブされ、一方、不必要なデータはセーブされない。例えば、タイ
マ値が閾時間値を越える場合は、ビデオデータはセーブされ、画像データは捨てられる。
【００２８】
　図示及び上述された要素は、様々な形態のハードウェア、ソフトウェア又はそれらの組
み合わせにおいて実装されてよい点が理解されるべきである。望ましくは、それらの要素
は、１つ以上の適切にプログラムされる汎用の機器においてハードウェア及びソフトウェ
アの組み合わせで実装される。そのような汎用の機器は、プロセッサ、メモリ及び入力／
出力インタフェースを有してよい。本明細書は、本開示の原理を表す。よって、当業者は
、ここで明示的に記載又は図示されていないとして、本開示の原理を具現し且つその適用
範囲内に含まれる様々な構成に想到可能であることが認識されるであろう。ここで挙げら
れている全ての例及び条件は、当該技術を促進させることに本発明者によって寄与される
概念及び本開示の原理を読者が理解するのを助ける情報的な目的を意図され、そのような
具体的に挙げられている例及び条件に制限されるものとして解釈されるべきでない。更に
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、本開示の原理、態様、及び実施形態、並びにそれらの具体例を挙げる全ての記述は、そ
の構造上及び機能上の等価物を包含するよう意図される。加えて、そのような等価物は、
現在知られている等価物及び将来開発される等価物、すなわち、構造にかかわらず同じ機
能を実行する開発されたあらゆる要素、の両方を含むことが意図される。よって、例えば
、当業者に明らかなように、ここで与えられているブロック図は、本開示の原理を具現す
る実例となる回路構成の概念図を表す。同様に、如何なるフローチャート、フロー図、状
態遷移図、疑似コード、及び同様のものも、コンピュータ可読媒体において実質的に表現
され、故に、コンピュータ又はプロセッサによって、そのようなコンピュータ又はプロセ
ッサが明示的に示されていようとなかろうと実行される様々なプロセスを表す。
【００２９】
　［関連出願の相互参照］
　本願は、２０１３年３月８日付けで出願された米国特許仮出願第６１／７７５３９１号
に基づく優先権を主張する。
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